
郡山市おもいやりショートステイ運営事業実施要綱 

 

平成12年４月１日制定  

平成15年４月１日一部改正  

平成18年４月 1 日一部改正  

平成21年５月１日一部改正  

 

                          【保健福祉部地域包括ケア推進課】 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律 123 号）第 115 条の44第２項第３号に基づき、

在宅の自立高齢者で、同居家族が一時的に不在となり、一人での生活に不安がある場合、及び

ひとり暮らしの高齢者であって一時的に養護する必要がある場合又は緊急を要する場合に、施

設等に短期間入所させる郡山市おもいやりショートステイ運営事業（以下「事業」という｡）を

実施し、もって高齢者及びその家族の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。 

 （実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、郡山市とする。ただし、市長は、利用の決定及び負担金決定の事務

を除き、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。 

 （実施施設） 

第３条 事業は、次の施設で実施する。 

(1) 一時的に養護を必要とする高齢者の場合の実施施設 

   磐梯熱海温泉指定旅館 

(2) 緊急を要する場合の実施施設 

   市内の特別養護老人ホーム 

 （利用対象者） 

第４条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する次に掲げる65歳以上の高齢者とする。 

(1) 磐梯熱海温泉指定旅館を利用する時は、自立の高齢者で同居家族が一時的に不在となる者

及び一時的に養護を必要とする一人暮らし高齢者 

(2) 特別養護老人ホームを利用する時は、本人が虐待等を受けている等により、緊急を要する

と認める常時介護を必要とする者 

 （利用の期間） 

第５条 利用の期間は、原則として１回当たり７日以内とし、年間３回以内利用できるものとす

る。ただし、市長がやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することがで

きる。 

 （利用の申請） 

第６条 利用者は、事業を利用する場合は、郡山市おもいやりショートステイ利用申請書（第１

号様式）により、市長に申請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は

事後でも差し支えないものとする。 

（利用の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに入所の可否を決定し郡山市



おもいやりショートステイ利用（変更・却下）通知書（第２号様式）により申請者に通知す

る。 

２ 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、郡山市おもいやりショートステイ依頼書

（第３号様式）により実施施設に依頼する。 

 （費用の負担） 

第８条 利用者は事業の利用料として、１日当たり 2,250 円を負担するものとする。ただし、緊

急を要すると認める利用料は介護保険法施行規則第84条第２号に定める額及び指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）第 127 条に定める

額とする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成21年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

                                   年  月  日 

        郡山市おもいやりショートステイ利用（変更）申請書 

 郡山市長 

                  申請者 住 所 

                      氏 名 

                      電 話 

下記のとおりショートステイを利用したいので申請します。 

                     記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 

用 

者 

フリガナ 

氏  名 
 

性 別   生  年  月  日 

男・女 
明 ・ 大 ・ 昭   

    年  月  日生 

住  所 

〒963- 

郡山市 

電  話  番  号 

      － 

実 施 施 設  

利 用 期 間 

（変更期間） 

     年   月   日  午前・午後   時   分から 

     年   月   日  午前・午後   時   分まで 

理 由  

※緊急時の連絡先 

 氏     名 続柄   住         所  連  絡  先 

    

    

※太枠部分は記入しないこと。 

   異動コード      個人コード      実施施設 

   

 申請のとおり決定してよろしいか伺います。 

 なお、決裁の上は別紙により通知、依頼してよろしいか併せて伺います。 

 課長 課長補佐  係長  係員 審査公印 施行    ・   ・ 

     決裁    ・   ・ 

起案    ・   ・ 

 



第２号様式（第７条関係） 

                                   年  月  日 

        

 

       郡山市おもいやりショートステイ利用（変更・却下）決定通知書 

 

 

               様 

 

 

                      郡山市長            ㊞ 

 

 おもいやりショートステイの利用について、下記のとおり決定（却下）しましたので通知しま

す。 

 

                     記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 用 者  

利 用 施 設  

利 用 期 間 

（変更期間） 
 

利 用 料 金 （１日当たり       円）     計        円 

理  由 

 



第３号様式（第７条関係） 

                                   年  月  日 

 

 

            郡山市おもいやりショートステイ依頼書 

 

 

                様 

 

 

                       郡山市長             ㊞ 

 

 

 別添のとおり利用者を決定しましたので依頼します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


